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現
在
、
火
曜
日
・
木
曜
日
に
窓
口
業
務
の
延
長
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、

年
度
末
か
ら
年
度
始
め
に
か
け
、
臨
時
に
土
曜
日
・
日
曜
日
に
つ
い
て
も

窓
口
を
開
庁
し
ま
す
。 

 

▼
開
庁
日
時 

　
３
月
28
日（
土
）・
29
日（
日
） 

　
４
月
４
日（
土
）・
４
月
５
日（
日
） 

　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分 

▼
取
扱
窓
口 

　
役
場
本
庁
舎
１
階
、
町
民
課
・
会

計
課 

▼
取
扱
業
務
　
表
の
と
お
り
。
た
だ

し
、
他
の
関
係
機
関
へ
照
会
を
要

す
る
も
の
な
ど
、
内
容
に
よ
っ
て

は
手
続
き
が
完
了
で
き
な
い
場
合

も
あ
り
ま
す
の
で
、
不
明
な
点
な

ど
は
あ
ら
か
じ
め
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。 

 

※
町
税
等
を
納
付
に
来
庁
さ
れ
る
時

は
、
必
ず
納
付
書
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。
国
税
（
所
得
税
等
）
県
税

（
自
動
車
税
）
は
納
付
で
き
ま
せ

ん
。 

 

※
国
府
支
所
の
土
曜
日
の
窓
口
業
務

３
月
28
日
（
土
）
及
び
４
月
４
日

（
土
）午
前
９
時
か
ら
正
午
ま
で
の

窓
口
業
務
に
つ
き
ま
し
て
は
、
住

民
票
・
印
鑑
証
明
書
の
発
行
の
み

を
行
い
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

・
町
民
課 

　
☎
内
線
２
７
１
〜
２
７
３ 

・
会
計
課
　
☎
内
線
２
７
７ 

3
月
末
・

月
末
・
4
月
初
旬

月
初
旬 
3
月
末
・

月
末
・
4
月
初
旬

月
初
旬 
3
月
末
・
4
月
初
旬 

取　扱　業　務 取扱窓口 

土
曜
・
日
曜
日
の
窓
口
開
庁 
土
曜
・
日
曜
日
の
窓
口
開
庁 
土
曜
・
日
曜
日
の
窓
口
開
庁 

○住民税、固定資産税、軽自動車税、 
　国民健康保険税などの納付 

証明書等 
交付 

○住民票の写し、印鑑証明書 
○戸籍謄（抄）本 

申請・届出 
など 

○住民異動届（転入、転出、転居など）、 
　印鑑登録、戸籍届（受領のみの場合あり） 
○国民健康保険業務 
○老人保健業務 

町民課 

会計課 
税金などの 
納付 

※転入等の時は新住所の地番のわかるものをご持参ください。 

　
お
元
気
チ
ェ
ッ
ク
２５
っ
て
ナ
ニ
？ 

 

　
「
お
元
気
チ
ェ
ッ
ク
25
」
は
、
介

護
予
防
健
診
を
受
診
す
る
た
め
に

必
要
な
も
の
で
す
。
設
問
が
25
項
目

あ
る
の
で
、
自
分
で
チ
ェ
ッ
ク
し
て

み
ま
し
ょ
う
。 

 

お
元
気
チ
ェ
ッ
ク
２５
が
届
き
ま
す 

 

　
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
チ
ェ
ッ
ク
を

す
る
た
め
に
、
町
内
に
住
む
65
歳
以

上
で
、
要
介
護（
支
援
）認
定
を
受
け

て
い
な
い
方
に
「
お
元
気
チ
ェ
ッ
ク

25
」
を
、
３
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

65
歳
以
上
の
方
で
、
３
月
末
ま
で
に

届
か
な
い
場
合
は
、
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。 

 

介
護
予
防
健
診
を
受
診
し
ま
し
ょ
う 

 

　
お
元
気
チ
ェ
ッ
ク
25
の
結
果
で
日

常
生
活
に
お
い
て
、
支
援
が
必
要
と

な
る
恐
れ
の
あ
る
方（
特
定
高
齢
者
）

に
は
、
「
介
護
予
防
健
診
受
診
券
」

を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
指
定
さ
れ

た
期
間
内
に
受
診
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
受
診
機
関
や
実
施
時
期
に

つ
い
て
は
、
受
診
券
送
付
時
に
同
封

す
る
通
知
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
子
育
て
介
護
課
　
☎
内
線
３
１
６ 

 

　
住
民
票
の
写
し

な
ど
自
宅
や
職
場

の
パ
ソ
コ
ン
か
ら

申
請
・
届
出
が
で

き
ま
す
。 

　
手
続
き
に
は
、

利
用
者
登
録
の
ほ

か
、
公
的
個
人
認

証
な
ど
の
電
子
証

明
書
が
必
要
な

手
続
き
も
あ
り
ま

す
。 

 

▼
利
用
で
き
る
手
続
き 

・
住
民
票
の
写
し
交
付
申
請 

・
児
童
手
当
現
況
届 

・
児
童
手
当
等
認
定
請
求 

・
行
政
情
報
公
開
請
求
　
な
ど 

▼
電
話
で
サ
ポ
ー
ト 

　
　
利
用
方
法
が
分
か
ら
な
い
と
き

は
、
相
談
電
話
で
案
内
し
ま
す
。 

　
☎
０
５
７
０（
05
）７
５
０
０ 

　
《
利
用
時
間
》
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
30
分
（
土
、
日
曜
日
、

祝
日
、
年
末
年
始
を
除
く
） 

▼
電
子
申
請
は
次
の
ア
ド
レ
ス
か
ら 

　https://shinsei-p.e-kanagaw
a. 

　
　
　
　lg.jp/soudan/htm

l/ 

　
　
　
　
　kanagaw

a_top.htm
l 

　
　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
電
子
申

請
届
出
シ
ス
テ
ム
」
か
ら
も
接
続

で
き
ま
す
。 

 

◎
問
い
合
わ
せ 

　
企
画
室
　
☎
内
線
２
０
６ 

インターネットで 
申請・届出 

お
元
気
チ
ェ
ッ
ク
２５
 

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
チ
ェ
ッ
ク
を
し
ま
し
ょ
う
！ 

3月下旬ごろ お元気チェック25の 
発送 

要介護者認定者を除く 
65歳以上の方全員 

4月中旬ごろ お元気チェック25の 
返送 

自己チェックで 
該当する方のみ 

5月中旬ごろ 介護予防健診受診券の 
発送 

特定高齢者として 
みなされた方のみ 

6月中旬以降 介護予防健診の受診 


